
 

 

 

発信日：2022 年 9 月 2 日 

 

外国人技能実習機構から「技能実習計画の早期認定申請のお願い及び認定申請等

書類の確認について」お知らせがあり申請時期に特例が設けられています。 

詳しくは機構HPを確認下さい https://www.otit.go.jp/ 

 

今回のテーマ「2号技能実習計画の早期認定申請特例」について 

 

 

こちらからご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000983211.pdf 
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